
 

 

令和５年度函館市低所得世帯臨時特別給付金支給事業事務実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は，エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担

増を踏まえ，特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し，エネルギ

ー・食料品価格等の物価高騰による負担を軽減するため臨時的に実施

する令和５年度函館市低所得世帯臨時特別給付金（以下「低所得世帯

臨時特別給付金」という。）の支給に関し，必要な事項を定めるもの

とする。 

 

 （支給対象者） 

第２条 低所得世帯臨時特別給付金の支給対象者は，次の各号に掲げる

世帯の世帯主とする。 

 (1) 令和５年６月１日（この号および第４条において「６月１日基準

日」という。）において，本市の住民基本台帳に記録されている者

（６月１日基準日以前に，住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１

号）第８条の規定により住民票を消除されていた者で，６月１日基

準日において，日本国内で生活していたが，いずれの市町村の住民

基本台帳にも記録されておらず，かつ，６月１日基準日の翌日以後

初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。

）であって，次に掲げる世帯のいずれかに該当する世帯の世帯主 

  ア 令和５年度分の市町村民税の均等割が非課税である世帯 同一

の世帯に属する者全員が，地方税法（昭和２５年法律第２２６号

）の規定による令和５年度分の市町村民税（同法の規定による特

別区民税を含む。以下同じ。）の均等割が課されていない者また

は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税の均等割を

免除された者である世帯 

  イ 令和５年度分の市町村民税の均等割のみが課されている者で構

成される世帯および令和５年度分の市町村民税の均等割のみが課

されている者と市町村民税の均等割が非課税である者で構成され



 

 

る世帯 同一の世帯に属する者全員が地方税法の規定による令和

５年度分の市町村民税の均等割のみが課されている者である世帯

ならびに同一の世帯に属する者が令和５年度分の市町村民税の均

等割のみが課されている者および令和５年度分の市町村民税の均

等割が非課税である者のみで構成される世帯 

(2) 令和５年１２月１日（以下「１２月１日基準日」という。）にお

いて，本市の住民基本台帳に記録されている者（１２月１日基準日

以前に，住民基本台帳法第８条の規定により住民票を消除されてい

た者で，１２月１日基準日において，日本国内で生活していたが，

いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず，かつ，１２

月１日基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されるこ

ととなったものを含む。）であって，次に掲げる世帯のいずれかに

該当する世帯の世帯主 

 ア 前号アに掲げる世帯 

 イ 前号イに掲げる世帯 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号に掲げる世帯は，支給要件を満

たさないものとする。 

 (1) 租税条約による免除の適用を受けている者を含む世帯 

 (2) 前項第２号に規定する世帯のうち，市町村民税が課税されている

者の扶養親族等のみで構成される世帯 

 

 （支給額） 

第３条 支給対象者に対して支給する１世帯当たりの低所得世帯臨時特

別給付金の金額は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に掲げる

金額とする。 

 (1) 前条第１項第１号アに規定する支給対象者 ３万円 

 (2) 前条第１項第１号イに規定する支給対象者 １万８千円 

 (3) 前条第１項第２号アに規定する支給対象者 ７万円 

(4) 前条第１項第２号イに規定する支給対象者 １０万円 

２ 前項第４号の支給対象者のうち，同項第１号の低所得世帯臨時特別



 

 

給付金の支給を受けた者の同項第４号の低所得世帯臨時特別給付金の

金額は，７万円とする。 

 

 （こども加算） 

第４条 第２条第１項第２号アおよびイに規定する支給対象者の世帯員

に，１８歳以下の児童（１８歳に達する日以降最初の３月３１日まで

の児童（平成１７年４月２日生まれ以降の児童）。以下同じ。）がい

るときは，それぞれ前条第１項第３号および第４号に掲げる金額に，

当該児童１人につき５万円を加算（以下「こども加算」という。）す

る。 

２ 前項の支給対象者に，世帯員ではないが生計が同一であると市長が

認める１８歳以下の児童がいる場合および１２月１日基準日を過ぎて

市長が別に定める日までの間に出生し新たに世帯員となった者が生じ

た場合は，支給対象者からの申請により，これら児童をこども加算の

算定に含める。 

３ 第１項の支給対象者の世帯員である１８歳以下の児童に，住民票を

移していない施設入所児童がいることが確認された場合は，当該児童

をこども加算の算定に含めない。 

 

 （受給権者） 

第５条 低所得世帯臨時特別給付金の受給権者は，支給対象となる世帯

の世帯主とする。ただし，当該世帯主が基準日（第２条第１項第１号

に規定する世帯主においては６月１日基準日とし，同項第２号に規定

する世帯主においては１２月１日基準日とする。第６条にて同じ。）

以降に死亡した場合において，他の世帯構成者がいる場合には，その

中から新たに当該世帯の世帯主となった者（これにより難い場合は，

死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者）とする。 

２ 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者，児童福

祉法（昭和２２年法律第１６４号），身体障害者福祉法（昭和２４年

法律第２８３号），知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）お



 

 

よび老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）に定める措置を受けた 

者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては，市長が別に定める。 

 

 （支給の申請） 

第６条 低所得世帯臨時特別給付金の支給を受けようとする者は，確認

書等（別記第１号様式から別記第４号様式まで，別記第８号様式およ

び別記第９号様式ならびに別記第11号様式から別記第13号様式までの

確認書（以下「確認書」という。）または別記第５号様式，別記第10

号様式，別記第14号様式および別記第15号様式の申請書（以下「申請

書」という。）をいう。以下同じ。）により支給の申請を行わなけれ

ばならない。 

２ 前項の申請に基づく支給は，原則として申請者から通知された金融

機関の口座に振り込む方法により行うこととする。ただし，申請者が

金融機関に口座を開設していないこと等その他特別の事情があると認

められるときは，この限りでない。 

３ 申請者は，低所得世帯臨時特別給付金の申請にあたり，公的身分証

明書の写し等を提出または提示すること等により，申請者本人による

申請であることを証する。 

 

 （代理による申請等） 

第７条 受給権者に代わり，代理人として前条第１項の規定による支給

の申請を行うことができる者は，原則として次の各号に掲げる者に限

る。 

 (1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者 

 (2) 法定代理人（親権者，未成年後見人，成年後見人，代理権付与の

審判がなされた保佐人および代理権付与の審判がなされた補助人） 

 (3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている

者等で市長が特に認める者 

２ 代理人は，確認書の提出をするときは確認書の委任欄への記載を，

支給の申請をするときは申請書に加え原則として委任状を提出するも



 

 

のとする。この場合において，市長は，公的身分証明書の写し等の提

出または提示を求めること等により，代理人が当該代理人本人である

ことを確認するものとする。 

３ 市長は，代理人が第１項第１号に掲げる者である場合にあっては住

民基本台帳により，同項第２号または第３号に掲げる者である場合に

あっては市長が別に定める方法により，それぞれ代理権を確認するも

のとする。 

 

 （提出期限等） 

第８条 低所得世帯臨時特別給付金の申請受付開始日は，市長が別に定

める日とする。 

２ 確認書および申請書に関する提出期限は，次の各号に掲げる区分に

応じ，当該各号に掲げる期日とする。 

 (1) 第２条第１項第１号に規定する支給対象者 令和５年１１月３０

日 

 (2) 第２条第１項第２号に規定する支給対象者 令和６年５月３１日 

 

 （支給の決定） 

第９条 市長は，第５条の規定により確認書等の提出があった場合にお

いて，低所得世帯臨時特別給付金を支給することと決定した場合は別

記第６号様式の通知書により，低所得世帯臨時特別給付金を支給しな

いことと決定した場合は別記第７号様式の通知書により，当該確認書

等を提出した者に通知するものとする。 

 

 （低所得世帯臨時特別給付金の支給等に関する周知等） 

第10条 市長は低所得世帯臨時特別給付金の支給に関する事業の実施に

当たり，支給対象者の要件，申請の方式，提出期限等の事業の概要に

ついて，広報その他の方法による住民への周知を行う。 

 

（申請等が行われなかった場合等の取扱い） 



 

 

第11条 支給対象者から第７条第２項の提出期限までに第５条第１項の

規定による申請が行われなかったときは，支給対象者が低所得世帯臨

時特別給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。 

２ 確認書等の不備による振込不能等があり，市長が確認等に努めたに

もかかわらず確認書等の補正が行われず，支給対象者の責に帰すべき

事由により支給ができなかったときは，当該申請は取り下げられたも

のとみなす。 

 

 （不当利得の返還） 

第12条 市長は，偽りその他不正の手段により低所得世帯臨時特別給付

金の支給を受けた者に対しては，支給を行った低所得世帯臨時特別給

付金の返還を求めるものとする。 

 

 （受給権の譲渡または担保の禁止） 

第13条 低所得世帯臨時特別給付金の支給を受ける権利は，譲り渡し，

または担保に供してはならない。 

 

 （その他） 

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は，市長が別に定める。 

 

 附 則 

 この要綱は，令和５年６月２２日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は，令和５年１２月１４日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は，令和６年１月２２日から施行する。 

 



別記様式第１号（第５条関係）
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別記様式第２号（第５条関係）
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別記様式第３号（第５条関係）

発行日

1⃣　世帯主(確認・受給者)

世帯主氏名 確認日 令和 年 月 日 連絡先電話番号

　下記の要件に該当することを確認して、確認日および連絡先電話番号を記入してください。

※確認内容が誤っている場合は給付金の返還を求める場合があります。

※意図的に虚偽の確認をした場合は不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

2⃣　受取口座の変更等を行う場合(長期間入出金のない口座を記入しないでください)

　　　　● 下記に必要事項を記入のうえ、本人確認書類および通帳またはキャッシュカードのコピーを同封してください。

　　　　● 金融機関もしくはゆうちょ銀行どちらか一方を選択してご記入ください。

　　　　● 上記「1⃣の世帯主」または裏面「3⃣の代理人」の方の口座に限ります。

金融機関コード 支店コード

1 0
※

※受取口座に記載があり、受取口座の変更を希望しない場合は、1⃣のみの記入で終了です。

低所得世帯臨時特別給付金【非課税世帯分】支給要件確認書

　低所得世帯臨時特別給付金【非課税世帯分】について、令和５年度の住民税の課税状況に基づき、

支給対象見込みであるため、支給対象要件の全てに該当する場合、この支給要件確認書に必要事項を

記入のうえ、令和５年１１月３０日までに、返送して下さい。

世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに、未申告の者はいません。

受取口座

　添付書類は必要ありません。

  　　 上記の受取口座に代えて（または、上記の受取口座が空欄の場合）、下記の口座への振込みを希望

金融機関名 支店名 分類
口座番号 世帯主(代理人)の口座名義

※右詰めでお書き下さい （カナでご記入してください。）

（注）金融機関で口座が作れない等、どうしても口座による受け取りが出来ない方は、函館市保健福祉部低所得世帯臨時特別給付金担当までお問い合わせくださ

い。

ゆうちょ銀行
通帳記号 通帳番号 世帯主(代理人)の口座名義

 　1.銀行 4.信連 7.信漁連

 　2.金庫 5.農協

 　3.信組 6.漁協

本･支店

本･支所

出張所

1普通

2当座

6桁目がある場合は※欄に

ご記入ください
※右詰めでご記入下さい （カナでご記入してください。）

ゆうちょ銀行を選択された場合は、貯金通帳の見開き左上またはキャッ

シュカードに記載された記号・番号をご記入ください。

代理受給を行う場合は、

裏面3⃣を記入してください
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3⃣　代理受給を行う場合
　 下記に必要事項を記入のうえ、世帯主の本人確認書類、代理人の本人確認書類、通帳またはキャッシュカードのコピーを同封してください。

明治・大正・昭和・平成

年 月 日
日中に連絡可能な電話番号 （　　　）

返送する前にもう1度ご確認ください。

　※ 確認日、連絡先電話番号は、記入しましたか。

　※ 受取口座を変更の場合、口座番号等の記入間違いはありませんか。

　※ 添付書類が必要な方は、同封しましたか。

　上記の者を代理人と認め、臨時特別給付金の

　受給を委任します。

１⃣世帯主

署　名

代

理

人

フリガナ １⃣世帯主

との関係
代理人生年月日 代理人住所

代理人氏名

 〒　　　ー



別記様式第４号（第５条関係）

発行日

1⃣　世帯主(確認・受給者)

世帯主氏名 確認日 令和 年 月 日 連絡先電話番号

　下記の要件に該当することを確認して、確認日および連絡先電話番号を記入してください。

※確認内容が誤っている場合は給付金の返還を求める場合があります。

※意図的に虚偽の確認をした場合は不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

2⃣　受取口座の変更等を行う場合(長期間入出金のない口座を記入しないでください)

　　　　● 下記に必要事項を記入のうえ、本人確認書類および通帳またはキャッシュカードのコピーを同封してください。

　　　　● 金融機関もしくはゆうちょ銀行どちらか一方を選択してご記入ください。

　　　　● 上記「1⃣の世帯主」または裏面「3⃣の代理人」の方の口座に限ります。

金融機関コード 支店コード

1 0
※

6桁目がある場合は※欄に

ご記入ください
※右詰めでご記入下さい （カナでご記入してください。）

ゆうちょ銀行を選択された場合は、貯金通帳の見開き左上またはキャッ

シュカードに記載された記号・番号をご記入ください。

（注）金融機関で口座が作れない等、どうしても口座による受け取りが出来ない方は、函館市保健福祉部低所得世帯臨時特別給付金担当までお問い合わせくださ

い。

ゆうちょ銀行
通帳記号 通帳番号 世帯主(代理人)の口座名義

 　1.銀行 4.信連 7.信漁連

 　2.金庫 5.農協

 　3.信組 6.漁協

本･支店

本･支所

出張所

1普通

2当座

　添付書類は必要ありません。

  　　 上記の受取口座に代えて（または、上記の受取口座が空欄の場合）、下記の口座への振込みを希望

金融機関名 支店名 分類
口座番号 世帯主(代理人)の口座名義

※右詰めでお書き下さい （カナでご記入してください。）

※受取口座に記載があり、受取口座の変更を希望しない場合は、1⃣のみの記入で終了です。

低所得世帯臨時特別給付金【均等割のみ課税世帯分】支給要件確認書

　低所得世帯臨時特別給付金【均等割のみ課税世帯分】について、令和５年度の住民税の課税状況に

基づき、支給対象見込みであるため、支給対象要件の全てに該当する場合、この支給要件確認書に必

要事項を記入のうえ、令和５年１１月３０日までに、返送して下さい。

世帯の中に、住民税所得割課税となる所得があるのに、未申告の者はいません。

受取口座

代理受給を行う場合は、

裏面3⃣を記入してください
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3⃣　代理受給を行う場合
　 下記に必要事項を記入のうえ、世帯主の本人確認書類、代理人の本人確認書類、通帳またはキャッシュカードのコピーを同封してください。

明治・大正・昭和・平成

年 月 日
日中に連絡可能な電話番号 （　　　）

返送する前にもう1度ご確認ください。

　※ 確認日、連絡先電話番号は、記入しましたか。

　※ 受取口座を変更の場合、口座番号等の記入間違いはありませんか。

　※ 添付書類が必要な方は、同封しましたか。

　上記の者を代理人と認め、臨時特別給付金の

　受給を委任します。

１⃣世帯主

署　名

代

理

人

フリガナ １⃣世帯主

との関係
代理人生年月日 代理人住所

代理人氏名

 〒　　　ー



別記様式第５号（第５条関係）

105929
テキスト ボックス
別記第５号様式(第６条関係)





別記第６号様式（第９条関係） 

 

 

低所得世帯臨時特別給付金 

支給決定通知書 

 

低所得世帯臨時特別給付金について，次のとおり支給を決定し，指定の口座へ

の振込手続をしましたので，通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和  年  月  日 

 

 

函館市長 大泉 潤    

 

 

 

支給決定額      円 

振込予定日 令和  年  月  日 

振込先口座 

金融機関  

支 店 名  

口座種別  

口座名義人  

口座番号  





別記第７号様式（第９条関係） 

 

 

低所得世帯臨時特別給付金 

不支給決定通知書 

 

低所得世帯臨時特別給付金について，審査の結果，下記の理由により不支給と

決定しましたので，通知します。 

 

記 

 

不支給理由 

 

 

 

 

 

 

 

  令和  年  月  日 

 

 

函館市長  大泉  潤    

 

 





別記第８号様式（第６条関係）





別記第９号様式（第６条関係）





別記第10号様式（第６条関係）





別記第11号様式（第６条関係）





別記第12号様式（第６条関係）





別記第13号様式（第６条関係）





別記第14号様式（第６条関係）





別記様式第15号 
 

函館市低所得者臨時特別給付金 
こども加算申請書（請求書） 

 
  函館市長 様 
                        申請日  令和  年  月  日 
 

本申請書は、令和５年１２月１日を基準日とした「函館市低所得者臨時特別給付金〔住民税非課税課税世

帯〕」または「函館市低所得者臨時特別給付金〔住民税均等割のみ課税世帯〕」の支給決定を受けた方で、基

準日以降に函館市以外の市区町村へ転出しその後に出生した児童や別世帯で扶養している児童などのこども

加算を申請するためのものです（これらの児童は申請によって対象となる場合があります）。 

なお、本市から給付金の支給決定がされていない場合は、本申請書のみ提出してもこども加算を支給でき

ませんので、支給決定されているかあらためてご確認下さい 

 また、こども加算は原則として上記いずれかの給付金の支給口座と同一口座へお振込みいたします。（給

付金を代理受給された方は代理受給口座へお振込みいたします。） 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 裏面の【誓約・同意事項】に誓約・同意の上，申請します。 
 
１ 申請・請求者（世帯主） 

（フリガナ） 

氏  名 
生年月日 現  住  所 

 明・大・昭・平・令 

 
  

 
２ こども加算の対象となる世帯員状況 

№ 

（フリガナ） 申請
者と
の続
柄 

生年月日 

  
令和５年度 
住民税均等割 
課税状況 氏  名 

令和５年１月１日 
時点の住所 

異なる場合には 
令和５年１月１日 
時点の住所を記載 

1 

 

  
R5.1.1時点の住所 
□現住所と同一 
□異なる 

 

□均等割のみ 
課税 

□非課税 
□未申告 

 

2 

 

  
R5.1.1時点の住所 
□現住所と同一 
□異なる 

 

□均等割のみ 
課税 

□非課税 
□未申告 

 

3 

 

  
R5.1.1時点の住所 
□現住所と同一 
□異なる 

 

□均等割のみ 
課税 

□非課税 
□未申告 

 

4 

 

  
R5.1.1時点の住所 
□現住所と同一 
□異なる 

 

□均等割のみ 
課税 

□非課税 
□未申告 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

    

私は、上記の18歳以

下の世帯員に係るこど
も加算を受給します。 

【裏面も必ずお読みください。】 

１世帯主 
の 署 名 

 
  

連絡先電話        （       ） 
  

※「世帯主の署名」は、記名押印に代えることができます。 

「１」「２」の内容に誤りがないか再度確認のうえ、下記署名欄への署名をお願いいたします。 



 
【誓約・同意事項】 

 ※ 支給対象となるためには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。 

○令和5年度における低所得世帯臨時特別給付金〔住民税非課税世帯7万円給付金〕および〔住民税均等割のみ課

税世帯10万円給付金〕の支給対象であり、いずれかの給付金の確認書または申請書を提出しています。 

○こども加算の支給要件の該当性等を審査等するため、函館市が必要な住民基本台帳情報、税情報等の公募等の

確認を行うことや必要な資料の提供を他の行政機関等に求める・提供することに同意します。 

○公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。 

○この申請書は、函館市において支給決定をした後は、こども加算の請求書として取り扱います。 

○函館市が上記給付金の不支給決定をした場合に、こども加算が支給されないことに同意します。 

○函館市が支給決定をした後、申請書（請求書）の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、

令和6年5月31日までに、函館市が申請・請求者に連絡・確認できない場合に、こども加算が支給されないこと

に同意します。  

○こども加算の支給後、本申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合やこども加算の支給要件に

該当しないことが判明した場合には、こども加算を返還します。 

 

【添付書類等】 

○基準日以降に函館市以外の市区町村へ転出し、その後に出生した児童を申請する場合 

世帯主の本人確認書類の写し（コピー）と出生の事実を証明する書類の写し（コピー）を添付してください｡ 

○同一世帯員として住民基本台帳に記録されていない単身で寮に入っている18歳以下の児童など 

基準日において別世帯である扶養している児童を申請する場合は、世帯主の本人確認書類の写し（コピー）

を添付するほか、下記「別居監護申立欄」に必要事項を記載してください。 

 ※ その他、状況に応じて確認書類等の追加をお願いする場合があります。 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

別居監護申立欄 

 

１ 別居児童（表面２の世帯員の№を記入してください）                    

 

２ 別居児童の住所                                      

 

３ 別居児童と同居している保護者               ( 児童との関係：   ) 

 

４ 別居している期間  令和  年  月  日 から 令和  年  月  日まで(予定) 

 

５ 別居している理由  □ 申請者の仕事上の理由による単身赴任のため 

            □ 児童の進学、通学のため 

            □ その他（具体的な理由：               ） 

 

６ 監護、生計の状況（児童との面会、生活費の支出や仕送等の状況について） 

 

 

 上記のとおり、申し立てます。 

 

 令和  年  月  日 

                  申立者（申請者） 

                   住 所  函館市     町   番   号 

 

                   氏 名                    

 函館市長 様 


